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指定障害者支援施設
指定共同生活援助事業者　　　代表者　様
指定障害児入所施設

神奈川県保健福祉局福祉部障害サービス課長
（公印省略）

マイナンバー通知カード導入チェックリストについて（情報提供）

日ごろより障害保健福祉施策の推進に御理解・御協力いただき厚くお礼申し上げます。
本年10月５日以降、国民一人ひとりの住民票の住所に対し、12桁のマイナンバー（社会保障・税番号）を記した通知カードの送付が始まります。
　各障害者支援施設等におかれましては、従業者に係る税や社会保障の手続きでマイナンバーを取り扱うことになります。
また、利用者の住民票の住所地が入所施設である場合は利用者の通知カードが施設に届くことになります。施設側で保管する義務はありませんが、通知カードを後見人や家族に渡すまでの間や、やむを得ず施設で管理しなければならない場合があります。
このように各事業者がマイナンバーを取扱う場合には、別添の「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン（事業者編）」に沿った対応が求められます。
そこで、各事業所において今後最低限準備していただかなければならない事項を「マイナンバー通知カード導入チェックリスト」にまとめましたので、「ガイドライン」と併せて御参照いただき準備を進めてくださいますようお願いいたします。
なお、「ガイドライン」については、特に47ページ以降の「(別添)特定個人情報に関する安全管理措置(事業者編)」が重要です。
今後、マイナンバー制度に関し厚生労働省等から新たな情報がありましたら、その都度お知らせいたします。

＜お問い合わせ先＞
１　居所情報の登録申請等、マイナンバーに関すること
コールセンター（全国共通ナビダイヤル）　0570-20-0178
または、住民票の住所地の市区町村マイナンバー担当窓口

２　その他、本通知等に関すること
横浜市内の事業所　　横浜市健康福祉局障害企画課　
045-671-3601（障害者施設関係）
横浜市こども青少年局障害児福祉保健課
045-671-4274（障害児施設関係）
川崎市内の事業所　　川崎市健康福祉局障害保健福祉部障害計画課　
044-200-2675
相模原市内の事業所　相模原市健康福祉局福祉部障害福祉サービス課　
042-769-8355
横須賀市内の事業所　横須賀市福祉部指導監査課　　　　　　　　　
046-822-8411（障害者施設関係）
横須賀市こども育成部こども施設指導監査課
046-822-8224（障害児施設関係）
上記以外の事業所　　神奈川県保健福祉局福祉部障害サービス課　　
045-210-4717（障害者施設関係）
045-210-4724（障害児施設関係）


問い合わせ先
事業支援グループ　岡崎
電話　045-210-4717(直通)
施設福祉グループ　佐藤
電話　045-210-4724(直通)
　
